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１．議会活性化協議に関する経過 
 

⑴ 平成20年７月１日（火）午前９時59分～ 各派代表者会 

議長から、今期の議会活性化について「一度原点に戻って活性化検討項

目の抽出をお願いしたい」と依頼がされた。 

 

⑵ 平成20年７月18日（金）午前９時58分～ 各派代表者会 

   先回の各派代表者会における議長からの依頼に対し、各会派から検討項

目が出された。それを受け議長は、「一度整理し、次回の各派で自身の考え

方を含め提示させてもらう」とした。 

 

⑶ 平成20年８月６日（水）午前９時58分～ 各派代表者会 

  先回の各派代表者会において、各会派から出された検討項目を一覧表に

まとめ提示した。（資料１） 

その中で、特に議長の思いが強い３項目についてまず協議を進めていき、

残る項目については、この３項目についてある程度めどがついたら取り上

げていくこととなった。 

 

＜協議していくこととなった３項目＞ 

① 一般質問のあり方 

② 政務調査費について 

③ 議会だより編集委員会の設置について 

      

 
⑷ 平成20年８月20日（水）午前９時59分～ 各派代表者会 

   先の各派代表者会で決定した３項目について協議を開始した。 

 

  ① 一般質問のあり方 

各会派の意見をまとめ、次回までに論点整理をおこないそれを提示す

ることとなった。 
   

② 政務調査費について 

使途基準等について資料（資料２）を提示し、事務局より説明した。

次回改めて各会派の意見を聞くこととなった。 
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③ 議会だより編集委員会の設置について 

日進市議会の広報誌発行体制及び発行概要について資料（資料３）を

提示し、事務局より説明した。各会派の意見を聞いたが、何を議論して

いいのかわからないという意見も出たため、次回までに議長において論

点を整理し提示することとなった。 
 

⑸ 平成20年９月10日（水）午後０時58分～ 各派代表者会 

   ３項目について引き続き協議を行った。 

 

① 一般質問のあり方 

議長において論点を整理したものを資料（資料４）として提示したが、

各会派持ち帰り検討することとなった。 
   

② 政務調査費について 

使途基準について各会派から意見を聞いた。 
現行の使途基準の見直しも含め各会派で検討してもらい、次回意見を

聞くこととなった。 
 

  ③ 議会だより編集委員会の設置について 

論点の整理をしたものを資料（資料５）として提示し、課長から自身

の意見も踏まえ説明した。各会派の意見を聞く中で、リベラル以外は、

設置について前向きであったが、リベラルからは、「議員がやるのは無理

ではないか。編集委員会の設置について疑問がある」との意見が出され

たため、議長は、「各会派の意見を踏まえ再度検討してほしい」旨リベラ

ルに要望した。 

 
⑹ 平成20年９月24日（水）午後１時～ 各派代表者会 

 

① 一般質問のあり方 

    各会派の意見を聞いた。 

次回までに、どこを変えていくのか、どういう方式がいいのかという

ことについて、各会派に検討を依頼した。 

   

② 政務調査費について 

各会派から意見を聞き、リベラルを除く各会派はおおむね、「不足ぎみ

なので額の上積みを」という意見であったが、リベラルは、「もう一度根
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本から勉強したい」という意見が出されたため、次回までに見解を示す

よう要望した。 
 

  ③ 議会だより編集委員会の設置について 

前回リベラルに再検討を要望していたので、その結果について聞いた

がまとまらず、再度会派内で検討してもらうよう要望した。 
 

⑺ 平成20年10月７日（火）午前10時58分～ 各派代表者会 

 

① 一般質問のあり方 

    どのような方式を採用するにしても協議が必要と思われる６項目を資

料（資料６）として提示し、各会派の意見を聞いたが持ち帰りとなった。 
   

  ②と③については、都合により協議できず。 

 

 ⑻ 平成20年10月14日（火）午後０時58分～ 各派代表者会 

 

① 一般質問のあり方 

    各会派の意見を聞き、次回、議長案を提示することとなった。 

   

② 政務調査費について 

これまで議論してきたが、意見の一致をみなかったため、議論を終了

することとした。 
 

  ③ 議会だより編集委員会の設置について 

リベラル以外は、設置について前向きであったため、まず、リベラル

から意見を聞いたがまとまらず、再度持ち帰りとなり、その結果は議長

に伝えることとなった。 
 

⑼ 平成20年11月４日（火）午前９時59分～ 各派代表者会 

 

① 一般質問のあり方 

議長案（資料７）を提示し、各会派の意見を聞いた。意見の一致を見

ることはなく、しばらく時間をとって議長と各会派が話し合いをしてい

く中で進めていくこととなった。 
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② 政務調査費について 

平成 20 年 10 月 14 日の各派代表者会をもって協議終了。 
 

  ③ 議会だより編集委員会の設置について 

リベラルが会派内で検討し議長とも協議した結果、議会報の校正、編

集作業を議会運営委員会から外し、新たな組織を立ち上げて、そこで行

っていくことについて理解をしたので、編集委員会の設置については意

見の一致をみた。 
 

⑽ 平成21年１月27日（火）午前９時59分～ 各派代表者会 

 

① 一般質問のあり方 

市民クラブから７項目に渡る課題があるという意見が出され、それ以

外にもあるのかないのかも含め、検討していくこととなった。 
  

② 政務調査費について 

平成 20 年 10 月 14 日の各派代表者会をもって協議終了。 
 

③ 議会だより編集委員会の設置について 

    編集委員会の位置付け、構成、人数等の協議を議会運営委員会で行う

ことが決定され、議長から議会運営委員会の場で報告されることとなっ

た。 
 

⑾ 平成21年２月12日（火）午前９時58分～ 各派代表者会 

 

① 一般質問のあり方 

前回までで、市民に分かりやすい一般質問を行っていくことについて

は一致できたので、これを行っていく上で、市民クラブから出された７

項目を含めた 10 項目（資料８）の内、まず、１～５の項目について各会

派の意見を聞く中で様々な考え方が示された。また、残る６～10 の項目

については、意見を聞けなかったこともあり、議長から、「もう少し時間

をかけて議論する必要があると思うので、今後も精力的に議論してほし

い」旨の発言があった。 
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⑿ 平成21年２月12日（木）午後３時30分～ 議会運営委員会 

 

  ③ 議会だより編集委員会の設置について 

議長から各派代表者会での検討結果が報告され、詳細について協議し

ていくことが決定された。また協議していく必要があると思われる８項

目を資料（資料９）として提示し、３月 18 日に開催される議会運営委員

会までに検討していくこととなった。 
 

⒀ 平成21年３月18日（水）午前10時00分～ 議会運営委員会 

 

  ③ 議会だより編集委員会の設置について 

    前回提示した８項目について各会派の意見を聞いた。リベラルは、会

派内で協議する余裕がなかったとのことで、意見表明せず。従って、本

日出された各会派の意見も踏まえ次回までに会派内で協議するよう依頼

した。 
各会派の意見は資料（資料 10）のとおり。 
 

⒁ 平成21年３月24日（火）午後２時00分～ 議会運営委員会 

 

  ③ 議会だより編集委員会の設置について 

前回の議会運営委員会で、意見表明していないリベラルの意見を聞き、

それを踏まえ各会派の意見も再度聞いた。（資料 11 参照） 
その結果、８項目のうち次の項目については意見の一致をみた。 

 
ア）名称・・・・・議会だより編集委員会とする 

イ）発行責任・・・瀬戸市議会とする 

 

⒂ 平成21年４月３日（金）午前10時00分～ 議会運営委員会 

 

  ③ 議会だより編集委員会の設置について 

前回の議会運営委員会での意見を踏まえ、各会派での意見を再度聞い

た。（資料12参照） 

その結果、残りの６項目のうち次の項目については、意見の一致をみ

た。 

 

 



 - 9 -  

ア）組織人数・・・・・８名 

イ）任期・・・・・・・１年（再任妨げない） 

 

⒃ 平成21年４月13日（月）午前10時00分～ 各派代表者会 

   平成20年度中に行った、活性化検討事項の協議結果をまとめた 


